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港区役所 

平成２７年度 港区地域防犯活動の取組み 
 

「港区地域防犯計画」（平成２４年度策定：横糸）と「各地域の防犯年間行動計画」（平

成２６年度策定：縦糸）が交わる強いネットワークの形成をめざしています。 

 

１． 各地域の防犯年間行動計画に基づく取組みを支援 

（１）各地域の防犯年間行動計画の実行 

効果的･効率的なものとなるよう、地域での目標設定などを支援し、各地域の担当者

を通じて、より一層各地域と連携した取組みを強化するとともに、警察をはじめとする

関係機関と必要な調整を進める。 

６月 ４日 防犯関係事業に関する説明会及び情報交換会を開催 

１１月２４日 防犯活動情報交換会を開催（防犯支部長も出席） 

 

（２）子どもの安全見守り防犯カメラ設置 

犯罪抑止や区民の安心感の観点から区が防犯カメラを設置（地域が維持管理） 

  １４台設置 

 

（３）子ども見守り隊活動に対する支援 

活動団体に対して防犯物品（ 1地域あたり５万円まで）の支給  全１１地域 

 

（４）街路防犯灯の設置 

市が設置（地域が維持管理）  ５灯設置 

 

（５）落書き消去活動の支援 

消去資材の提供・市民活動保険の付与など 

 

（６）「こども 110番の家」事業の協力家庭・事業所の新規登録の促進 

 

（７）各地域の「地域安全センター」（老人憩いの家12 ヵ所：26年度に設置）への支援 

区役所の防犯情報（安まちメール受信集計・街頭犯罪発生概況等）等の提供 

 

２． 区によるパトロール 

（１）青色防犯パトロール（区職員：自動車） 週 5回（月曜日～金曜日）9時～17時 

 

（２）夜間青色防犯パトロール（民間委託：自動車・２名１組） 

週４回（不定期）22時～翌6時（内４時間） 

 

（３）街頭犯罪抑止チームによるパトロール（民間委託：自転車） 

             週５回（不定期）23時～翌5時 


